
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
の
指
定 

（
廃
棄
物
対
策
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

三

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
）　

　

四

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

五

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

五

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
都
市
計
画
の
変
更 

（
都
市
計
画
課
）　

　

六

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

六

 
公

告

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

七

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　

　

七

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

七

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
一
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
で
あ
っ
て
土
地
の
掘
削
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
の
変
更
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

よ
り
当
該
廃
棄
物
に
起
因
す
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
区

域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｓ
ｗ
ｉ
ｔ
ｃ
ｈ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

高
橋　

由
佳

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
寺
下
六
十
二
番
地
の
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
を
も
つ
方
々
が
就
学
・
就
労
に
希
望
を
持
っ
て
臨
ん
で
い

け
る
機
会
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
広
く
教
育
現
場
、
一
般
企
業
や

行
政
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
を
促
進
し
な
が
ら
、
活
動
基
盤
の
強
化
に

取
り
組
む
。
さ
ら
に
医
療
・
福
祉
及
び
地
域
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
障
が
い

者
の
自
己
実
現
へ
向
け
た
活
動
へ
の
理
解
促
進
を
図
る
た
め
の
啓
発
に
寄
与
す
る
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指　
　

定　
　

区　
　

域

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
松
倉
十
二
番
一
の
一

部

埋　

立　

地　

の　

種　

類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十

六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
埋
立

地



こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
八
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
五
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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氏　

名

安
土　

考
史

金
山　

岳
夫

佐
藤　

美
希

細
越　
　

琢

岡
田　

厚
夫

安
田　
　

京

松
本　

乾
児

佐
野　

浩
史

中
谷　

俊
彦

診
療
科
目

内

科

形
成
外
科

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
科

整
形
外
科

形
成
外
科

耳
鼻
咽
喉
科

神
経
内
科

内

科

耳
鼻
咽
喉
科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

医
療
法
人
啓
仁
会
石
巻
ロ
イ
ヤ
ル
病

院財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
坂
総
合
病

院財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
坂
総
合
病

院気
仙
沼
市
立
病
院

大
崎
市
民
病
院

や
す
だ
耳
鼻
咽
喉
科
・
ア
レ
ル
ギ
ー

科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団
脳
健
会
仙
台
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

大
清
水
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団
中
谷
ク
リ
ニ
ッ
ク

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

石
巻
市
広
渕
字
焼
巻
二

塩
竈
市
錦
町
十
六－

五

塩
竈
市
錦
町
十
六－

五

気
仙
沼
市
田
中
百
八
十
四

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
二
丁
目
三－

十

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
駅
西
一
丁
目
四－

七黒
川
郡
富
谷
町
成
田
一
丁
目
三－

一

黒
川
郡
富
谷
町
大
清
水
一
丁
目
二－

三

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
二
丁
目
一－
三

長
田　

元
伸

鈴
木　

孝
壽

渡
辺　
　

洋

稲
垣　

倫
子

安
田　

幸
治

高
村　

俊
仁

消
化
器
内
科

内
科
、
外
科

呼
吸
器
科

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
科

外

科

整
形
外
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
立
雄
勝
病
院

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
坂
総
合
病

院財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
坂
総
合
病

院公
立
刈
田
綜
合
病
院

医
療
法
人
社
団
明
石
台
整
形
外
科

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
伊
勢
畑
一－

二

十
五

塩
竈
市
錦
町
十
六－

五

塩
竈
市
錦
町
十
六－

五

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
下
原
沖
三
十
六

黒
川
郡
富
谷
町
明
石
台
二
丁
目
二
十
二

－

五

氏　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

氏　
　

名

鎌
田　

常
明

新

診
療
科
目

外
科
、小
児
科
、

消
化
器
外
科
、

整
形
外
科
、
肛

門
外
科
、
放
射

線
科
、皮
膚
科
、

泌
尿
器
科

所
属
医
療
機
関

の

名

称

医
療
法
人
社
団

常
仁
会
東
泉
堂

病
院

旧

診
療
科
目

外
科
、小
児
科
、

消
化
器
科
、
整

形
外
科
、
肛
門

科
、放
射
線
科
、

皮
膚
科
、
泌
尿

器
科

所
属
医
療
機
関

の

名

称

東
泉
堂
病
院

所
属
医
療
機
関
の

所　
　

在　
　

地

遠
田
郡
涌
谷
町
字
追

廻
町
七
十－

三

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
四
〇
〇
〇
三
九

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

障
害
者
日
中
活
動
支
援

施
設　

共
生
園

東
松
島
市
高
松
字
西
風

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

一
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施

設
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
十
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
十
一
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

三
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域
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百
三
十
七
番
地
八

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
一
〇
〇
一
四
二

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ひ
な
た
ぼ
っ
こ
ハ
ー
モ

ニ
ー
岩
沼
市
二
木
一
丁
目
三

番
八－

四
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ホ
ー
ム

ひ
な
た
ぼ
っ
こ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

一
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
四
〇
〇
〇
四
七

施
設
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　

障
害
者
支
援
施
設　

第

二
共
生
園

東
松
島
市
大
塩
字
逆
川

二
十
二
番
地
五
十
五
号

施
設
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

一
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
四
〇
〇
〇
三
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

共
生
園

東
松
島
市
高
松
字
西
風
百
三
十
七
番
地
八

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
二
年

十
二
月
三
十
一

日

〇
四
一
一
四
〇
〇
〇
四
七

第
二
共
生
園

東
松
島
市
大
塩
字
逆
川
二
十
二
番
地
五
十
五

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

平
成
二
十
二
年

十
二
月
三
十
一

日

認
証
番
号

百
四
十

四百
八
十

八百
八
十

九

品　

目

ジ
ャ
ム
類

あ
ら
れ
類

ジ
ャ
ム
類

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

鎌
戸
啓
子

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社　

代
表
取
締
役　

石
田
定
克

鎌
戸
啓
子

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

夏
そ
ら
工
房

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社

夏
そ
ら
工
房

製
造
所
等
の
所
在
地

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
作
田
七
八

－

一
亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
鹿
島
字
吹
田

五
一

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
作
田
七
八

－

一



　
　

蔵
王
町

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
築
館
字
荒
田
沢
四
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

干
害
の
防
備
及
び
公
衆
の
保
健

三　

解
除
の
理
由

　
　

駐
車
場
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

角
田
市
江
尻
字
巻
前
一
の
一

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

　
　
　

水
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

角
田
市
横
倉
字
馬
場
内
五
四
、
小
田
字
斗
蔵
九
九

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
角
田
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

登
米
市
東
和
町
米
川
字
東
綱
木
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
十
五
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

 

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

気
仙
沼
唐
桑
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

亀
山
建
設
株
式
会

社亀
山　

昌
昭

鈴
昇
工
務
店
株
式

会
社
鈴
木　

得
男

株
式
会
社
白
石
商

会白
石　

晋
一

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

石
巻
市
渡
波
字
新
千
刈
五

十
七

栗
原
市
若
柳
字
川
南
外
小

太
郎
十
六

仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁

目
三－

二
十
八

建

設

業

許

可

番

号

特－

十
八

第
二
千
八
百
十

八
号

般－

二
十
二

第
四
千
五
百
七

十
八
号

般－

十
八

第
一
万
百
八
十

号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

管
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
二
年

 

十
二
月
七
日

平
成
二
十
二
年

 

十
二
月
七
日

平
成
二
十
二
年

 

十
二
月
七
日

有
限
会
社
藤
島
建

装藤
島　

文
男

北
陽
電
設
株
式
会

社小
出　

憲
一

仙
台
市
泉
区
野
村
字
前
河

原
八－

一

仙
台
市
泉
区
泉
ヶ
丘
五
丁

目
三
十
一－

一

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
三

百
三
十
二
号

般－

十
八

第
一
万
三
千
三

百
三
十
五
号

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

塗
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

平
成
二
十
二
年

 

十
二
月
十
五
日

平
成
二
十
二
年

 

十
二
月
十
日

変

更

の

区

間

気
仙
沼
市
田
谷
八
番
一
地
先
か
ら

同
市
田
谷
七
番
三
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

前
Ａ

後

ＡＢ

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

九
・
六
〜

 

一
八
・
一

　

九
・
六
〜

 

一
九
・
六

　

三
・
一
〜 
六
・
二

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

三
六
・
四

三
六
・
四

三
六
・
四



土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
三
・
百
八
十
五
号　

大
手
町
下
増
田
線
、
三
・
五
・
百
九
十
号　

植
松
田
高
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
す
る
部
分

　
　
　

名
取
市
大
手
町
二
丁
目
、
大
手
町
三
丁
目
、
小
山
一
丁
目
及
び
小
山
二
丁
目
の
各
一
部

　

２　

廃
止
す
る
部
分

　
　
　

名
取
市
大
手
町
二
丁
目
、
大
手
町
三
丁
目
、
小
山
一
丁
目
及
び
小
山
二
丁
目
の
各
一
部

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
号

　

大
崎
市
か
ら
大
崎
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
三
十
七
号　

岩
出
山
中
央
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
一
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

岩
沼
市
朝
日
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
三
十
一
号

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

大　

村　

健　

治　
　

岩
沼
市
栄
町
二
丁
目
二
番
三
十
五
号

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
米
市
東
和
町
土
地

改
良
区
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、　

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

戸　
　

村　
　

俊　
　

幸　
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道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

気
仙
沼
唐
桑

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

気
仙
沼
市
田
谷
八
番
一
地
先
か
ら

同
市
田
谷
七
番
三
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

一
月
七
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

白
石
丸
森
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
字
三
沢
沖
三
八
番
二
地
先
か
ら

同
市
大
鷹
沢
大
町
字
稲
荷
山
一
番
三
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

一
月
七
日



　

退
任
し
た
者

 
公

告

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療

の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

病
院
及
び
診
療
所

二　

薬
局

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

気
仙
沼
漁
港
清
掃
船
建
造
業
務　

一
隻

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

農
林
水
産
部
水
産
業
基
盤
整
備
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

木
戸
浦
造
船
株
式
会
社　

宮
城
県
気
仙
沼
市
浪
板
二
四
五
番
地

五　

落
札
金
額　

九
千
三
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
日

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
四
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

２　

職
員
の
退
職
手
当
に
つ
い
て

　

３　

宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
へ
の
諮
問
案
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）
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退

任

年

月

日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一

日

氏　
　
　

名

及

川

信

代

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
吉
田
五
三
番
地

役
職
名

理

事

名　
　
　

称

大
崎
市
民
病
院

所　
　

在　
　

地

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
二
丁
目
三－

一

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

名　
　
　

称

も
の
う
薬
局

さ
く
ら
薬
局

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
沼
西
店

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
桃
生
町
中
津
山
字
八
木
百
八
十
四－

一

角
田
市
佐
倉
字
畑
田
南
二－

六

岩
沼
市
土
ヶ
崎
三
丁
目
五－

十

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日


	無題

